
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

◆セクシュアルハラスメント防止対策は充分ですか？ 

平成１９年４月から、雇用機会均等法が改正され、職場

におけるセクシュアルハラスメントの防止対策や取り

組みが措置義務へと変わり、企業は対応を求められてい

ます。 

具体的な事例・裁判例等を参考にしながら、社内でのセ

クハラ防止の取り組みと相談窓口等相談対応を有効に

機能させていくため、実践的に学んでいきます。 

 

◆パートタイム労働者の雇用改善のために！ 
平成20年 4月から、パートタイム労働法が改正さ

れ、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者と均

衡のとれた待遇とするための措置や、通常の労働者

への転換を推進するための措置を講ずることが、事

業主に求められております。 

改正法に沿った雇用管理が行われるよう、改正パー

トタイム労働法をわかりやすく説明いたします。 

 

 

③ 『対応を迫られる 

セクシャルハラスメント防止に向けて』 

～危機管理としての押さえと相談対応等～  

  (財)２１世紀職業財団秋田事務所雇用管理アドバイザー 

          天 野  博 子 

① 『改正パートタイム労働法について』 

    秋田労働局雇用均等室長 

       渡 辺  安 子 

② 『パートタイマー均衡待遇推進助成金等について』 

    （財）２１世紀職業財団秋田事務所長 

          佐 々 木  美 枝 子 


